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1
経営規模等評価結果通知書・総合評
定値通知書（経営事項審査の受審）

○
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写）のみ送付。
（共通変更届は必要ありませんが、確認書類の右上余白に共同化統
一業者コードを記入してください。）

2 希望業種の追加 ○ ○
○
※1

○
※２

○
※３

○
※1

○
※４

※１：追加希望業種の許可を受けており、その業種の経営事項審査
結果を受け取っていることが必要。

※２：受任者を置いている場合は必要。

※３：受任者を置いている場合で変更事項がある場合は必要。

※４：合併、事業譲渡、会社分割に伴う場合は必要。合併・事業譲
渡・会社分割に関する届出書を必ず添付してください。

3 希望業種の削除 ○ ○
○

※５
○

※２
○

※３
○

※４

※２：受任者を置いている場合は必要。

※３：受任者を置いている場合で変更事項がある場合は必要。

※４：合併、事業譲渡、会社分割に伴う場合は必要。合併・事業譲
渡・会社分割に関する届出書を必ず添付してください。

※５：許可の取消が伴う場合は、許可の取消通知を添付してくださ
い。

4

支店等の新規追加（共同受付参加団
体のいずれにも登録していない本店
又は支店等を追加登録する場合）
※四日市港管理組合に登録するには
三重県への登録が必要です。

○ ○ ○
○

※６
○

※７
○

※８
○

※９
○

※10
○

※11
○

※12

※６：受任者を置いて新規追加登録する場合に必要。

※７：受任者を置いて新規追加登録する場合で変更事項がある場合
に必要。

※８：本店を新規追加登録する場合に必要。

※９：受任者を置いて支店等で新規追加登録する場合に必要。

※10：追加登録する支店等がISOを認証取得している場合に必要。

※11：三重県内の本店又は支店等で新規追加登録しようとする場合
に必要。
（四日市港管理組合への新規追加登録で、四日市市に本店又は支店
等を有する者が申請する場合は、四日市市税に係る完納証明書が必
要）

※12：三重県へ新規に追加登録する場合で、本店又は支店等に三重
県税の納税義務がある場合に必要。
（四日市港管理組合への新規追加登録で、四日市市に本店又は支店
等を有する者が申請する場合は、四日市市税に係る完納証明書が必
要）

6 申請団体の一部抹消 ○ ○

7 ＩＳＯ認証取得 ○ ○ ○
ISOの更新については、共通変更届の提出は必要ありませんが、確認
書類の右上余白に共同化統一業者コードを記入してください。

8 ＩＳＯ登録抹消 ○ ○

9 建設業退職金共済事業加入 ○

共通変更届は必要ありませんが、確認書類の右上余白に共同化統一
業者コードを記入してください。
（注）加入「有」から「無」に変更する場合の手続きについては、
共同化受付窓口までお問い合わせください。

※「県税の納税確認書（写し可）又は市町税の完納を証明する書類（写し可）」については、変更申請日以前３ヶ月以内の証明日のものに限ります。 

※「建設業退職金共済事業加入・履行証明書（写）」については、受注状況等により当該証明書が発行されない場合に限り契約者証の写しでも可とします。

※提出された添付書類において変更内容が確認できない場合は、その内容の確認が可能な書類の提出を求めることがあります。

共通変更届（建設工事用）添付書類一覧表

5

申請団体の追加（すでに共同受付参
加団体のいずれか一つ以上に登録が
ある本店又は支店等で登録していな
い他の団体へ追加登録する場合）
※四日市港管理組合に登録するには
三重県への登録が必要です。

○

※13：三重県のみにすでに登録があり、市町又は四日市港管理組合
に追加登録する場合で、追加を行おうとする本店又は支店等が三重
県内に所在する場合に必要。
（四日市港管理組合へ追加登録する場合は、四日市市に本店、支店
等を有する場合のみ必要）

※14：市町のみにすでに登録があり、三重県に追加登録する場合
で、三重県内に本店又は支店等を有する場合に必要。

※団体によっては、個別に必要となる添付書類がありますので、変
更要領や各団体に問合せするなどして確認してください。

○
○

※13
○

※14

共通変更事項

添付書類


